
1515 広報とよころ広報とよころ
Jun-2023Jun-2023 1414広報とよころ広報とよころ

Jun-2023Jun-2023

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

令
和
５
年
度
の
保
険
料
等
に
つ
い
て

問合せ先

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
札
幌
市
）

☎
０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
６
０
１

役
場
福
祉
課
保
険
係
☎
５
７
４
‐
２
２
１
４

 ６月に保険料額をお知らせします
令和 5 年度の保険料は、6 月に個別にお知らせします。

【 保 険 料 の 計 算 方 法 】

　　
均　等　割
【1 人当たりの額】

51,892 円
＋

所　得　割
【本人の所得に応じた額】

（令和 4 年中の所得－最大 43 万円）×10.98%
＝ 

1 年間の保険料
限度額 66 万円

（１００円未満切捨て）

○ １年間の保険料の限度額は 66 万円です。
○ 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。

※「所得」とは、前年の「収入」から必要経費（公的年金等控除や給与所得控除額など）を引いたものです。

 保険料の軽減
① 均等割の軽減
● 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
● 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
● 昭和 33 年 1 月 1 日以前に生まれた方の公的年金等に係る所得については、さらに 15 万円

を引いた額で判定します。

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の
軽減割合

軽減後の
均等割

43 万円＋ 10 万円×（給与所得者等の数ー 1） 7 割 15,567 円

43 万円＋（29 万円×世帯の被保険者数）＋10 万円×（給与所得者等の数ー1） 5 割 25,946 円

43万円＋（53万5千円×世帯の被保険者数）＋10万円×（給与所得者等の数ー1） 2 割 41,513 円

※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与等の収入金額が 55 万円を超える方
・公的年金の収入金額が 60 万円（65 歳未満）、125 万円（65 歳以上）を超える方

② 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
● この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置と

して、所得割がかからず、制度加入から 2 年を経過していない期間のみ均等割が 5 割軽減と
なります。※所得の状況により、均等割の軽減割合が 7 割に該当することがあります。

　 ▶　均等割　51,892 円→ 25,946 円（制度加入から 2 年経過までの月）
※被用者保険とは、協会けんぽ等、主にサラリーマンの方々が加入している健康保険のことで、市町村の国民

健康保険等は含まれません。

 保険料のお支払い方法

　保険料の納め方は、原則「年金天引き」です。（申し出によって「口座振替」も可能）
　ただし、次の（１）～（３）のいずれかに当てはまる方は「年金天引き」の対象となりません。
　「納付書」または「口座振替」でお納めください。

（１）豊頃町介護保険料が「年金天引き」されていない方
（２）介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金の受給

　  額の半分を超える方
（３）新たに制度に加入された方の半年の期間（加入された時期により、天引き開始月が違います）

※社会保険料控除は、「年金天引き」の方は本人に、「口座振替」の方は口座名義人に適用されます。

　災害・失業などによる所得の大幅な減少、その他特別の事情で生活が著しく困窮などで保険料
のお支払いが困難な方は、保険料の減免を受けられる場合がありますので福祉課保険係へご相談
ください。

保険料免除・納付猶予の所得の基準
　前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。

①　全 額 免 除　　（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円
②　4 分 の 3 免 除　　88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
③　半 額 免 除　　128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
④　4 分 の 1 免 除　　168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
⑤　納 付 猶 予　　（扶養親族等の数+1）×35万円+32万円

	保険料免除・納付猶予・学生納付特例を希望された方へ

結　果　通　知 申請が却下された場合 所得の申告は忘れずに !

　日本年金機構から承認・
却下の通知が後日郵送さ
れます。それまでの間、納
付書や催告状が送付され
るなど納付のご案内をさせ
ていただく場合があります
のでご了承ください。

　お手元の納付書で、保
険料を納付してください。
　納付書を紛失した場合
は、年金事務所で再発行し
ますので、ご連絡ください。

　保険料免除・納付猶予
は、申請年度の前年所得
を基準としていますので、
毎年所得の申告は忘れず
に行ってください。
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 保険料免除制度とは ?
　所得が少なく本人・配偶者・世帯主の前年所得（1月から 6 月までに申請
される場合は前々年所得）が一定額以下の場合や失業した場合など、国
民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書
を提出いただき、承認されると保険料の納付が免除になります。免除さ
れる額は、全額、4 分の 3、半額、4 分の 1 の 4 種類があります。

 保険料納付猶予制度とは ?
　20 歳から50 歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得（1 月から6 月まで
に申請される場合は前々年所得）が一定額以下の場合には、ご本人から申請
書を提出していただき、承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付
猶予制度といいます。

 手続きするメリット
1　保険料を全額免除された期間（納付猶予を除く）は、年金を受け取

る際に 2 分の 1 を受け取れます。
　　※一部免除が承認されると、減額された納付書が送付されますので

一部納付分を必ず納付してください。
　　　（一部納付分を納付しないと未納期間扱いとなります。）

2　保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害が残っ
たり死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金
を受け取ることができます。

　　（一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと一部免除が無効となり、未
納期間となりますので、必ず減額された保険料を納付してください。）

 申請できる期間
　各年度の保険料は 7 月から翌年 6 月までが対象です。（令和 5 年度分
は、令和 5 年 7 月から申請してください。）過去の期間は、申請月から
2 年 1 か月前まで申請できます。（年度毎の手続きが必要です。）

▽
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

議
会
だ
よ
り

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


